
３ 適正な取引の実現

（１）商品・サービス横断的な法令の厳正な執行、見直し

① 特定商取引法等の執行強化

高齢者などを狙った悪質商法等による消費者被害を防止す対策の充実・強化を図

るため、特定商取引法及び預託法の趣旨及び消費者被害の実態を踏まえ、同法のを

厳正かつ適正にな執行するを行う。【消費者庁、経済産業省】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

特定商取引法については、消費者庁及びその権限委任を受けた行い、かつ、指揮監督下にある経済

産業局が、また預託法については消費者庁がとの密な連携の下、執行を一元的に実施しており、引き

続き、悪質事案に対して厳正に対処していく。【消費者庁、経済産業省】 

② 特定商取引法の見直し

第 190 回国会において成立した「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」

は平成 292017 年 12 月１日に施行されており、引き続き特定商取引法の周知・啓発

及び施行状況のフォローアップを実施する。 

また、成年年齢引下げに伴うワーキング･グループ報告書を踏まえ、2020 年６月

までに特定商取引法施行規則について所要の見直しを行う。【消費者庁、経済産業

省】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

平成272015年１月に内閣府消費者委員会に諮問を行い、平成272015年３月から同年12月まで、内閣

府消費者委員会特定商取引法専門調査会で18回の審議が行われ、平成282016年１月に答申を得た。消

費者委員会の答申を踏まえて立案された「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」（平成28

年法律第60号）は、第190回国会で成立し、平成282016年６月に公布された。 

さらに、消費者委員会の答申のうち、改正法に基づく政省令の策定時に併せて検討することとされ

ていた事項について所要の改正を行った「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」

（平成29年政令第174号）等が平成292017年６月に公布され、法律とあわせて同年12月１日に施行さ

れた。 

上記の法令改正を踏まえ、特定商取引法に係る逐条解説の改訂を行い、消費者庁ウェブサイト及び

特定商取引法ガイドにおいて公表して法の解釈の明確化を図った。 

以上を踏まえ、改正法による改正後の特定商取引法の周知・啓発活動の一環として、全国で開催さ

れた説明会等への講師派遣を行ったほか。また、特定商取引法の概要を記載したリーフレットやチラ

シを作成し、消費者庁ウェブサイトへの掲載及び各地方公共団体等への配付を実施した。【消費者庁、

経済産業省】 
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３ 適正な取引の実現 

（４）詐欺等の犯罪の未然防止、取締り

① 特殊詐欺の取締り、被害防止の推進

架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締りを強化する。また、携帯電

話や預貯金口座を売買するなどの特殊詐欺を助長する行為について関係法令を駆使

して取締りに当たるとともに、不正に取得された携帯電話等に係る役務提供拒否の

ための事業者に対する情報提供、金融機関に対する振込先指定口座の凍結依頼等の

犯行ツール対策を推進し、被害の未然防止、拡大防止を図る。【警察庁】 

固定電話に関する対策については、利用停止を含めた有効な対策について検討を

進める。【総務省、警察庁】 

様々な機会を通じて特殊詐欺の最新の手口、発生状況、被害に遭わないための注

意点等の情報を提供するなど、特殊詐欺の被害防止のための広報啓発活動を推進す

る。【警察庁】 

金融機関に対し、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺に関する注意喚起等を引き

続き行うことにより、被害の未然防止及び拡大防止に向けた金融機関の取組をより

一層促進する。【警察庁、金融庁】 

また、同様の観点から、金融機関における振り込め詐欺への対応状況の検証を行

う。 

金融機関に対し、不正利用口座に関する情報提供を行うとともに、広く一般に口

座の不正利用問題に対する注意喚起を促す観点から、当該情報提供の状況等につき、

四半期ごとの公表を行う。【金融庁】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

政府広報を活用した注意喚起を始め、地方公共団体や関係機関、団体などと連携して、あらゆる媒

体や機会を活用した複合的な防犯指導、広報啓発を行い、犯行手口や、「架空請求対策パッケージ」

にも位置付けられた留守番電話機能の活用、防犯電話機能を備えた電話機の活用などの予防対策の分

かりやすい周知に努めている。 

金融機関職員を対象とした声掛け訓練を実施するなど、金融機関窓口での声掛けの徹底を要請する

とともに、警察への通報依頼を推進するなど、金融機関職員等による被害の未然防止水際阻止が行わ

れるよう働き掛けている。 

「架空請求対策パッケージ」にも位置付けられた犯行拠点の摘発、中枢被疑者等の検挙の推進等、

架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締りを推進している（2018年平成29年の取締り状況

（暫定値）（※2018年1112月末時点）・・・架空請求詐欺：検挙件数1,1741,2711,039件、検挙人員

593626589人（2015年：検挙件数1,119件、検挙人員762人、2016年：検挙件数1,149件、検挙人員732

人、2017年:検挙件数1,034件、検挙人員575人） 金融商品等取引名目の特殊詐欺：検挙件数3840186

件、検挙人員354075人（2015年：検挙件数429件、検挙人員339人、2016年：検挙件数411件、検挙人

員166人、2017年：検挙件数188件、検挙人員77人））。 

また、携帯電話や預貯金口座を売買するなどの特殊詐欺を助長する行為について関係法令を駆使し

て取締りに当たるとともに、「架空請求対策パッケージ」にも位置付けられた、特殊詐欺の犯行に利
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用された電話に対して繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業、不正に取得された携帯電話等に

係る役務提供拒否のための事業者に対する情報提供のほか、金融機関に対する振込先指定口座の凍結

依頼等の犯行ツール対策を推進している。【警察庁】 

預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信

憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供

を速やかに実施することとしており、その情報提供件数等については、「架空請求対策パッケージ」

でも示されているとおり、四半期ごとに金融庁ウェブサイトにおいて公表した（2015年：４月、７月、

10月、2016年：１月、４月、７月、10月、2017年：１月、４月、７月、10月、2018年：１月、４月、

７月、11月、2019年：１月）。【金融庁】 

② 被害の拡大防止を意識した悪質商法事犯の取締りの推進

悪質商法事犯（利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯）は、高齢者等の社会的弱者

に多大な被害をもたらすものであることから、関係行政機関との連携強化等による

事犯の早期把握に努めるとともに、迅速かつ機敏な口座凍結の要請悪質商法に利用

された預貯金口座の金融機関への情報提供等や広域事犯に対応するための合同・共

同捜査を推進しての早期事件化により、被害の拡大防止を図る。【警察庁】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

警察庁では、2015年から2018平成29年までの生活安全警察の運営重点として、「被害の拡大防止を

意識した悪質商法事犯の早期事件化」等を掲げ、その推進を指示している。 

なお、2018平成29年には、利殖勧誘事犯を41●43事件123●115人（2015年：37事件116人、2016

年：24事件87人、2017年：43事件115人）、特定商取引等事犯を120●164事件227●274人（2015年：

155事件250人、2016年：131事件264人、2017年：164事件274人）検挙した。【警察庁】 

③ 生活経済事犯に係る被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策等の推進

生活経済事犯の多くで、預貯金口座や携帯電話等に係るサービスが悪用されてい

ることから、犯罪の予防及び被害拡大防止を図るため、生活経済事犯に利用された

預貯金口座の金融機関への情報提供、携帯音声通信事業者に対する携帯電話契約者

確認の求め及び役務提供拒否に関する情報提供、契約条項に基づくレンタル携帯電

話契約の解約要請等の犯行助長サービス対策を推進する。【警察庁、関係省庁等】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

警察庁では、2015年から2018平成29年までの、生活安全警察の運営重点として、「早期の口座凍結

による犯罪収益の散逸防止と剥奪の徹底」、「被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策の一層の

推進」等を掲げ、都道府県警察に対して、その推進を指示している。 

なお、2018平成29年には、生活経済事犯に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供を15,924

●19,680件（2015年：29,932件、2016年：24,671件、2017年：19,680件）、携帯電話契約者確認の求

めを2,612●3,394件（2015年：9,268件、2016年：7,186件、2017年：3,394件）行っている。【警察

庁】 
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